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二

指
定
生
産
地
に
お
け
る
調
査

^

一
の
_

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
方
法
に
よ
り

ト
ラ
ッ
プ
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ア

調
査
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
植
物
防
疫
機
関
が
行

う
こ
と
。

イ

指
定
生
産
地
に
お
い
て
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り

一
個
（
小
数
点
以
下
は
切
り
上
げ
と
し
、
最
低
設

置
数
を
二
個
と
す
る
。）の
ト
ラ
ッ
プ
を
設
置
し
、

一
週
間
ご
と
の
誘
殺
虫
数
を
確
認
す
る
こ
と
。

_

一
の
_

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
方
法
に
よ
り

生
果
実
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

ア

調
査
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
植
物
防
疫
機
関
が
行

う
こ
と
。

イ

指
定
生
産
地
又
は
こ
ん
包
施
設
で
調
査
を
行
う

こ
と
。

ウ

収
穫
前
の
成
熟
し
た
果
実
又
は
収
穫
し
た
果
実

を
対
象
に
行
う
こ
と
。

六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

植
物
防
疫
官
に
よ
る
確
認

四
の
^

の
検
査
及
び
五
の
消
毒
又
は
二
の
調
査
が
的

確
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
植
物
防
疫
官
に
よ
り
確

認
さ
れ
る
こ
と
。

七
中
「
三
の
^

の
検
査
及
び
四
の
消
毒
」
を
「
四
の
^

の
検
査
及
び
五
の
消
毒
又
は
二
の
調
査
の
結
果
（
四
の
_

の
イ
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）の
確

認
」
に
改
め
、
七
を
九
と
す
る
。

六
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七

こ
ん
包
施
設

こ
ん
包
施
設
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
植
物
防
疫
機
関

が
検
疫
有
害
動
植
物
に
つ
い
て
汚
染
防
止
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
指
定
し
た
施
設
で
あ
る
こ

と
。

八

封
印

各
こ
ん
包
又
は
束
ね
た
こ
ん
包
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
植
物
防
疫
機
関
に
よ
る
封
印
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
五
十
四
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第

七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
十
九
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
四
年
五
月
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
十
八
号

（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
産
さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
果
実
に
係
る
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
五
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

植
物
及
び
地
域

さ
く
ら
ん
ぼ
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

^

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
植

物
防
疫
機
関
が
濃
密
な
病
害
虫
防
除
が
行
わ
れ
る
地

区
と
し
て
指
定
し
た
地
域
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

_

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
植

物
防
疫
機
関
が
コ
ド
リ
ン
ガ
に
つ
い
て
二
の
ト
ラ
ッ

プ
調
査
（
ト
ラ
ッ
プ
を
用
い
た
有
害
動
物
の
有
無
に

関
す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
生
果
実
調

査
（
生
果
実
に
係
る
有
害
動
物
の
付
着
の
有
無
に
関

す
る
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）が
行
わ
れ
る
区
域

と
し
て
指
定
し
た
生
産
地
（
以
下
「
指
定
生
産
地
」

と
い
う
。）で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
を
削
る
。

四
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
四
を
五
と
す
る
。

a

一
の
_

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
の
調
査
の
結
果

（
四
の
_

の
イ
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。）の
確
認
を
も
っ
て
消
毒
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

三
の
_

の
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
三
を
四
と
す
る
。

イ

五
の
消
毒
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
又
は

二
の
^

の
ト
ラ
ッ
プ
調
査
の
結
果
ト
ラ
ッ
プ
一
個

当
た
り
の
コ
ド
リ
ン
ガ
の
誘
殺
虫
数
が
平
均
で
一

週
間
当
た
り
次
に
掲
げ
る
頭
数
を
超
え
て
い
な
い

指
定
生
産
地
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及

び
二
の
_

の
生
果
実
調
査
の
結
果
コ
ド
リ
ン
ガ
の

寄
生
が
な
い
指
定
生
産
地
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

Ê

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
は
十
頭

Ë

オ
レ
ゴ
ン
州
及
び
ワ
シ
ン
ト
ン
州
に
お
い
て

は
三
十
頭

二
を
三
と
す
る
。

一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
八
号

運
輸
審
議
会
一
般
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
運

輸
審
議
会
件
名
表
に
登
載
さ
れ
た
。

平
成
二
十
一
年
六
月
五
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

事
案
番
号

事
案
の
種
類

申
請
者

事
案

の
内

容
平
2
1

第
9
0
0
1号

混
雑
空
港
運
航

許
可

エ
ア
ー
ネ
ク
ス

ト
株
式
会
社

申
請
混
雑
空
港

成
田
国
際
空
港

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号

航
行
援
助
施
設
利
用
料
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
六

年
運
輸
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
）
等
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
五
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

第
一

航
行
援
助
施
設
利
用
料
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四

十
六
年
運
輸
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に

改
め
、
第
二
号
a

中「
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
」

を
「
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十

四
号
）
第
三
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二

航
空
保
安
無
線
施
設
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る

告
示
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
六
百
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
の
表
宮
崎
Ｖ
Ｏ
Ｒ
の
項
中
「運

輸
大
臣

」
を

「国
土
交
通
大
臣

」
に
、
同
表
加
治
木
Ｖ
Ｏ
Ｒ
の
項
中

「上
記

」
を
「上

欄

」
に
改
め
る
。

第
五
項
の
表
宮
崎
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
項
中
「運

輸
大
臣

」
を

「国
土
交
通
大
臣

」
に
改
め
る
。

第
三

最
大
離
陸
重
量
が
五
P

七
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

え
る
飛
行
機
の
型
式
の
う
ち
耐
空
類
別
が
飛
行
機
普
通

Ｎ
で
あ
る
飛
行
機
に
適
用
さ
れ
る
技
術
上
の
基
準
を
適

用
す
る
こ
と
が
適
当
な
型
式
を
認
定
す
る
告
示
（
昭
和

六
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
三
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
附
属
書
」
の
次
に
「
第
一
」
を
加
え
、「
運
輸
大

臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
四

事
業
場
の
認
定
の
業
務
の
範
囲
に
係
る
装
備
品
を

指
定
す
る
告
示
（
平
成
十
年
運
輸
省
告
示
第
二
百
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
運
輸
大
臣
」
を
「
国
土
交
通
大
臣
」
に
改
め
る
。

〇
海
上
保
安
庁
告
示
第
百
六
十
九
号

水
路
業
務
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
号
）
第
八

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
路
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
五
日

海
上
保
安
庁
長
官

岩
崎

貞
二

一

水
路
測
量
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構

神
奈
川
県
横
須
賀
市
夏
島
町
二
番
地
一
五

二

水
路
測
量
を
実
施
す
る
区
域
及
び
期
間

イ

区
域

Ë

北
緯
四
二
度
一
二
分
二
九
秒
東
経
一
四
六
度
一

七
分
五
〇
秒
、
北
緯
三
七
度
四
二
分
五
四
秒
東
経

一
五
〇
度
四
分
一
四
秒
の
各
点
を
結
ん
だ
線
及
び

付
近

ô

北
緯
四
〇
度
四
分
三
秒
東
経
一
四
七
度
二
〇
分

三
七
秒
、
北
緯
四
〇
度
二
八
分
一
九
秒
東
経
一
四

八
度
三
九
分
一
九
秒
の
各
点
を
結
ん
だ
線
及
び
付

近
ã

北
緯
三
八
度
二
四
分
一
九
秒
東
経
一
四
八
度
二

七
分
三
三
秒
、
北
緯
三
八
度
四
八
分
四
三
秒
東
経

一
四
九
度
四
四
分
二
〇
秒
の
各
点
を
結
ん
だ
線
及

び
付
近

ß

北
緯
三
六
度
一
〇
分
、
北
緯
三
八
度
五
五
分
、

東
経
一
四
八
度
、
東
経
一
五
一
度
三
〇
分
の
各
経

緯
度
線
で
囲
ま
れ
る
海
域

ロ

期
間

平
成
二
十
一
年
六
月
十
九
日
か
ら
平
成
二

十
一
年
七
月
十
九
日
ま
で

三

水
路
測
量
の
実
施
方
法

Ｇ
Ｐ
Ｓ
に
よ
る
測
位
、
マ

ル
チ
ビ
ー
ム
音
響
測
深
機
に
よ
る
測
深

四

航
行
船
舶
に
対
す
る
安
全
処
置

イ

水
路
測
量
に
従
事
す
る
船
舶
は
、
水
路
業
務
法
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
五
十
五
号
）

第
六
条
に
定
め
る
標
識
を
掲
揚

ロ

水
路
通
報
第
二
十
一
号
（
平
成
二
十
一
年
五
月
二

十
九
日
発
行
）、一
管
区
水
路
通
報
第
二
十
二
号
（
平

成
二
十
一
年
六
月
十
二
日
発
行
）、一
管
区
水
路
通
報

第
二
十
四
号
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
六
日
発

行
）、二
管
区
水
路
通
報
第
二
十
二
号
（
平
成
二
十
一

年
六
月
十
二
日
発
行
）

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
八
十
四
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
五
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
五
日

九
州
地
方
整
備
局
長

岡
本

博

^

道
路
の
種
類

一
般
国
道

_

路

線

名

二
百
一
号

`

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

福
岡
県
田
川
郡
糸
田
町
字
和
田
雑
餉
塚
一
六
七
番
一
か
ら
田

川
市
大
字
弓
削
田
字
中
尾
三
八
一
八
番
一
二
ま
で

前後

二
三
・
〇
〇
〜
八
三
・
〇
〇

二
三
・
〇
〇
〜
九
四
・
〇
〇

〇
・
一
四
八

〇
・
一
四
八

a

図
面
縦
覧
場
所

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
北
九
州
国
道
事
務
所
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